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本日，東京拘置所において1名，大阪拘置所において
1名，福岡拘置所において1名の計3名の死刑確定者に対
して死刑が執行された。今回の死刑執行は，2007年12月
7日の3名の死刑執行からわずか2ヶ月弱という極めて短
い期間内に行われた。
当会は，これまで，死刑執行に際して，その都度，会長
声明，談話を発表し，一貫して法務大臣に対して，（1）死
刑確定者の処遇の現状を含め，死刑制度全般に関する情報
を公開すること，（2）国連や欧州評議会の動向を考察し，
死刑廃止の是非を含め，わが国の刑事司法，刑罰制度のあ
り方の議論を国民的規模で行うこと，（3）死刑執行に一層
の慎重を期し，死刑制度についてのこれら議論が尽くされ
るまでは，死刑の執行を行わないことなどを要望してきた。
国連の拷問禁止委員会は，2007年5月18日，日本政府
報告書に対する最終見解を示し，我が国の死刑制度の問題
を指摘した上で，死刑の執行を速やかに停止するべきこと
を勧告し，国連総会第3委員会は，同年11月15日，「全
世界的な死刑の執行停止を求める決議」を採択し，死刑存
置国に対して，死刑の廃止を視野に入れて執行の停止を確
立すること等を求めている。
1989年12月に国際人権（自由権）規約第二選択議定書

（いわゆる死刑廃止条約）が国連総会で採択された後，世
界の多くの国々では死刑が廃止され，あるいはその執行が

停止されている。
アメリカ合衆国の死刑存置州でも，死刑の宣告数，処刑
数が減少しているし，ニュージャージー州議会は，2007
年12月13日に死刑を廃止する法案を可決して死刑制度を
廃止することを決めるなど，死刑の廃止に向けての動きが
見られる。アジアでも，フィリピンは1994年に一旦復活
していた死刑を再び廃止し，韓国では10年以上死刑執行
が行われず死刑の廃止が検討され，台湾でも2005年以降，
事実上死刑の執行が停止されている。死刑廃止や執行停止
は，まさに世界的な潮流となっている。
このような中で，日本においては，全国の裁判所で死刑
を言い渡された被告人が2007年には47人となり，1980
年以降で最多となるとともに，死刑の執行が頻繁に行われ，
法務省では2ヶ月に1度の割合で死刑を執行する方針があ
るとの情報もある。
当会は，今回の死刑執行に遺憾の意を表明するとともに，
法務大臣に対しては，死刑執行を差し控えて，死刑制度の
あり方について議論を行うなど，当会がこれまで再三にわ
たって表明してきた要望の実現に向けて，誠実に対応され
ることを重ねて要望する。

2008（平成20）年2月1日
東京弁護士会会長　下河邉和彦

死刑執行に関する会長声明

本日法制審総会が採択した少年法「改正」要綱（骨子）
における被害者等審判傍聴規定の新設には，少年法の理念
と目的に照らし問題があり，このままでの法案化には強く
反対する。

問題の第1は，被害者等による傍聴を許す家庭裁判所の
判断基準を「少年の年齢及び心身の状態，事件の性質，審
判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」とし
ている点である。これでは，少年の更生の観点からは相当
とは言えない場合でも，被害者等の申出により，裁判長が
審判傍聴を許すという運用になりかねない。その結果，傍
聴している被害者等に影響されて審判が刑事裁判的な運用
になり，少年審判の教育的・福祉的機能が損なわれるおそ
れがある。
したがって，このような判断基準で被害者の傍聴を許す
制度の創設は行うべきではない。とりわけ，被害者等の傍
聴による萎縮可能性が一般的・類型的に高い低年齢の少
年，少なくとも14歳未満の少年の事件については，傍聴
の対象から除外すべきである。また，「被害者を傷害した
場合にあっては，これにより生命に重大な危険を生じさせ
たときに限る」との要件は，傍聴の対象事件を限定する趣
旨であることは理解できるが，現実の運用において限界が
不明確であるから，さらに明確な要件にすべきである。

第2に，記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和すること
は賛成であるが，閲覧・謄写の対象範囲を，法律記録の少
年の身上経歴などプライバシーに関する部分についてまで
拡大することは，少年の更生に対する影響からみて問題で
あるから，対象範囲から除外すべきである。

被害者等の権利保障のために今なすべきことは，各関係
機関が被害者等に対し，2000年少年法「改正」で導入さ
れた，被害者等による記録の閲覧・謄写（少年法５条の2），
被害者等の意見聴取（少年法9条の2），審判の結果通知
（少年法31条の2）の各規定の存在をさらに丁寧に知らせ，
これを被害者等が活用することができる支援体制を整備す
ることであり，あわせて，犯罪被害者に対する早期の経済
的，精神的支援の制度，および国費による被害者代理人制
度を，すみやかに拡充ないし新設すべきことである。

当会は，今後も，これら被害者等の権利保障のための諸
施策の推進と少年法の理念・目的の実現に引き続き努める
所存である。
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東京弁護士会会長　下河邉和彦

被害者等審判傍聴規定の新設を含む法制審要綱についての会長談話


